
令和４年度の国民健康保険事業費納付金 

県は、平成 30 年度から市町とともに国民健康保険の保険者となり、市町から国民

健康保険事業費納付金（以下「納付金」という。）を徴収するとともに、県内市町が

医療費等の支払に必要とする額を県から市町へ交付することとなりました。県が県全

体の医療費を見込み、これを基に各市町村の所得水準や被保険者数、医療費水準等に

応じて、市町ごとの納付金を算定します。 

 市町は、県へ支払う納付金の他に市町独自の保健サービスや別途交付される国・県

交付金等を勘案し、実際に住民（国保加入者）からいただく保険料（税）を決定し、

賦課・徴収を行います。 

 

 
県特別会計
の収入 

 

 
 
市町特別 
会計の収入 

 

 
 
住民の負担 

 

        令和４年度の納付金       （単位：円） 

津市 6,340,987,395 木曽岬町 212,268,094 

四日市市 7,232,090,069 東員町 637,740,206 

伊勢市 3,030,171,637 菰野町 929,529,565 

松阪市 4,005,150,191 朝日町 154,674,250 

桑名市 3,308,558,128 川越町 320,953,777 

鈴鹿市 4,438,398,469 多気町 379,875,036 

名張市 1,806,468,172 明和町 602,720,032 

尾鷲市 481,041,566 大台町 258,744,265 

亀山市 1,014,300,335 玉城町 395,907,939 

鳥羽市 718,742,843 度会町 220,473,473 

熊野市 494,138,293 御浜町 264,670,414 

いなべ市 1,031,993,967 紀宝町 311,803,833 

志摩市 1,546,363,496 大紀町 257,857,923 

伊賀市 2,101,380,160 南伊勢町 360,525,100 

 紀北町 426,298,056  

※医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合算額 

 

市町から県へ 
納付される納付金 

交付金等（国交付金、前期高齢者交付金、 

県一般会計からの繰入金など） 

国・県交
付金等 

  

市町へ払う保険料（税） 

支払われる医療費等の財源 

（医療給付費、後期高齢者支援金、介護納付金） 

 
ここで市町独自の保健サービス（健康教

室や保健指導等）を行っている 

住民からの保険料（税） 



※ 令和４年度納付金算定に用いる係数等 

医療費指数反映係数 0.3 

一般納付金所得係数 0.9747560983889 

一般納付金基礎額調整係数 0.997285236031 

一般納付金被保険者均等割指数 0.7 

後期高齢者支援金等納付金所得係数 0.980211266619 

後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数 0.9999999986148 

後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数 0.7 

介護納付金納付金所得係数 0.9532586539825 

介護納付金納付金基礎額調整係数 0.9999999954773 

介護納付金納付金被保険者均等割指数 0.7 

 


